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（別紙３） 

平成２２年度 指定管理者業務実績シート 
 

                                                                         作成年月日 平成２３年６月１日 

 

部 

 

 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ部 

 

 

課 

 

 

観光振興課 

 

 

 

施設名・所在地 

施設名 函館市旧イギリス領事館（開港記念館） 

所在地 函館市元町３３番１４号 

 

設置条例 

 

 函館市旧イギリス領事館（開港記念館）条例 

 

指定管理者名 

 

（社）函館国際観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 

 

指定期間 

 

 平成21年4月1日～平成24年3月31日 

 

指定管理者の特別

な要件 

 

 

 

 

設置目的 

 

歴史的建造物を保存し，および活用して，箱館開港の歴史を広く市民および観光客に伝えると

ともに，その利用に供し，もって本市の文化の向上と観光の振興に資するため 

 

設置年月 

 

  平成４年８月１日 

 

建設費 

 

 

 

構造規模等 

構  造 レンガ造２階建て瓦葺き 

規  模 展示室（５），資料室，開港記念ホール，研修室（２）ティールーム，ショップ，洋

式庭園，その他 

延床面積 ９６５．３５㎡ 

 

 

開館時間 

休館日等 

開館時間 午前９：００～午後７：００（ ４月 １日～１０月３１日） 

午前９：００～午後５：００（１１月 １日～ ３月３１日） 

休 館 日 １２月３１日・１月１日 

 

 

料金体系 

 

 

利用料金制の採用 有 

 ○展示室  （一般）300円 団体240円 （児童・生徒）150円 団体120円 

 ○研修室１ （基本）2時間まで3,000円 （超過）1時間までごと1,000円 

 ○研修室２ （基本）2時間まで1,800円 （超過）1時間までごと 600円 

  ■減免 市内学校在籍および市内居住の児童，生徒については展示室無料 

      その他，障がい者および高齢者等に対し減免あり 

 

１ 指定管理者が行う業務の内容および実施状況 

 

(1)管理業務  ・旧領事館の入館者に関すること 

        ・旧領事館の維持管理に関すること 

        ・その他市長が定める業務 

 

(2)自主事業  ・領事館ブライダルの実施 

        ・野外（庭園）コンサートの実施 

        ・親子で楽しむ“オータムワンダーランド”の実施 

        ・クリスマスミニコンサートの実施 

        ・「サンクススマイルキャンペーン」の実施 

        ・レストラン・喫茶店・売店事業 

 

 

２ 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績 

  サービス向上として，親切丁寧な応対，案内はもとより，カルチャーナイトでの無料開放日を設けるなど，市民参

加の催しを実施し，利用促進に努めている。 

また，利用者ニーズを的確に捉えることが必要であることから，観光アンケート調査の実施をしており，その中で

施設のサービス，マナーなど気の付かれたことを記入していただき，指摘等があった場合，その改善に努めている。 
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３ 市民ニーズの把握の実施状況 

 ・利用者アンケートの実施 

  館内にアンケートコーナーを設置し，通年で実施をしている 

  平成２２年度実績 ３６７件 

  主な意見  ・面白かった。・館員がとても親切だった。・展示にいろいろな工夫がされていてとても良い等 

 

４ 施設の利用状況 

 ・平成２２年度の月別利用者数 

 

 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

 

９月 

 

10月   

 

11月   

 

12月   

 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

合計 

 

利用者数 

 

2,873 

 

8,931 

 

6,426 

 

7,316 

 

9,694 

 

9,926 

 

5,491 

 

3,661 

 

2,749 

 

2,421 

 

2,555 

 

2,168 

 

64,211 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 ・年度別利用者数 ←   指   定   期   間   → 

 

 

 

平成１９年度 

 

平成２０年度 

 

平成２１年度 

 

平成２２年度 

 

平成２３年度 

 

利用者数 

 

５３，４３４ 

 

５５，０３１ 

 

６６，２４９ 

 

６４，２１１ 

 

／ 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 指定管理者の収支状況 ←    指    定    期    間    →  

                                                                                       （単位：千円） 
 

 
 
平成２０年度 

 
平成２１年度 

 
平成２２年度 

 
平成２３年度 

 
入館料 １１，７０３ １４，４６１ １３，５０２  

 

売上金 ５２，７９０ ５２，２８１ ４９，６０１  

 

その他収入 
１，２２３ １６ ３３９  

 
収入 

 
 

 

 

計 
６５，７１６ ６６，７５８ ６３，４４２  

 

仕入費 
３９，４３６ ３８，３８３ ３６，０４５  

 

人件費 
１６，４５３ １８，８５０ １７，０４０  

 

光熱水費 
２，６１８ ２，６２９ ２，６０３  

 

印刷製本費 
６６５ ― ―  

清掃・警備 

業務費 
２，０７０ ２，６５６ ２，４９１  

 

庭園管理費 
４０２ ４１４ ６６６  

 

展示管理費 
１５６ ２０５ ４７１  

 

宣伝広告費 
４５４ １，０６１ １，０６７  

 

ｴｰｼﾞｪﾝﾄ手数料 
４１９ ３６３ ３４６  

 

行政財産使用料 
－ ２６６ ２６０  

 

諸経費 
１，７８７ １，３５６ １，１９１  

 

租税公課費 
９００ ８８１ １，００５  

 

支出 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

計 
６５，３６１ ６７，０６４ ６３，１８５  
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６ モニタリングの実施状況および指定管理者に対する改善指示等の実施状況 

  毎月，入館者数等の報告を受けるとともに，職員が当該施設へ出向き，施設の状況を確認し，指定管理者との 

 ヒアリングを実施している。 

 

 

 

 

７ 指定管理者に対する評価 

 ① 指定管理者の自己評価 

 

区分 

 

評価 

 

評価の内容 

 

課題と今後の対応 

 
業務の履行
状況 
 

 

 
□Ａ 
■Ｂ 
□Ｃ 

□Ｄ 

・応募時の要件を満たしているか 
・利用日や利用時間が遵守されているか
・利用の受付や許可は適正に行われてい
 るか 
・使用料の徴収，収納管理及び減免等は
適切に行われているか 
・従業員の配置，研修等は適切に行われ

ているか 
・従業員の労働条件，賃金水準は適正に
確保されているか 
・業務仕様書に基づく事業を適切に遂行
されているか 
・提案された自主事業が適切に遂行され
ているか 
・仕様等に定める保守管理（維持補修）
を適切に行っているか 
・仕様等に定める清掃，警備等が適切に
遂行されているか 
・事故発生時には，必要な措置を講じ，

速やかに市への報告がなされているか 
 

 ＡＥＤを新設したことから取扱いに関す
る職員向け講習を実施するほか，施設の保
守管理に関する体制の再確認を行い，適切
かつ安定的な管理運営を行う。 
 
 
 

 

 
サービスの
質の状況 
 

 

 
□Ａ 
■Ｂ 
□Ｃ 

□Ｄ 

・従業員の接遇状況は適切か 
・個人情報の漏えいを防止する等の個人
情報の適切な管理がなされているか 
・利用者の声が反映される管理が行われ
ているか 
・苦情，要望に対し適切に対応している
か 
・ホームページ，パンフレット等により
利用者への情報提供は十分になされて

いるか 
・従業員の資質の向上についての取組が
なされているか 
・市民の平等利用が確保されているか 
 

 親子参加型イベント等は参加者からの評
価が高く，引き続き利用者に親しまれる施
設づくりに取り組む。 
 
 
 

 

 
団体の経営
状況 

 

 
■Ａ 
□Ｂ 

□Ｃ 

・指定管理業務における事業収支は適正
か 
・財務指標に異常値はないか 
・対前年比で大幅な増減はないか 
 

 今後も継続して安定的なサービスの提供
に努める。  
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 ② 市の指定管理者に対する実績評価 

 

区分 

 

評価 

 

評価の内容 

 

課題と今後の対応 

 
業務の履行 

状況 
 

 

 
□Ａ 

■Ｂ 
□Ｃ 

□Ｄ 

・応募時の要件を満たしているか 
・利用日や利用時間が遵守されているか

・利用の受付や許可は適正に行われてい
 るか 
・使用料の徴収，収納管理及び減免等は
適切に行われているか 
・従業員の配置，研修等は適切に行われ
ているか 
・従業員の労働条件，賃金水準は適正に
確保されているか 
・業務仕様書に基づく事業を適切に遂行
されているか 
・提案された自主事業が適切に遂行され
ているか 

・仕様等に定める保守管理（維持補修）
を適切に行っているか 
・仕様等に定める清掃，警備等が適切に
遂行されているか 
・事故発生時には，必要な措置を講じ，
速やかに市への報告がなされている
か 
 

利用者等の安心，安全を確保するため，
今後も適切な維持管理に努められたい。 

 
 
 

 

 
サービスの
質の状況 

 

 

 
□Ａ 
■Ｂ 

□Ｃ 

□Ｄ 

・従業員の接遇状況は適切か 
・個人情報の漏えいを防止する等の個人
情報の適切な管理がなされているか 

・利用者の声が反映される管理が行われ
ているか 
・苦情，要望に対し適切に対応している
か 
・ホームページ，パンフレット等により
利用者への情報提供は十分になされ
ているか 
・従業員の資質の向上についての取組が
なされているか 
・市民の平等利用が確保されているか 
 

 利用者数の増を図るため，今後，さらな
るイベントの充実やサービスの向上に努め
られたい。 

 

 

 
団体の経営
状況 

 

 
■Ａ 
□Ｂ 

□Ｃ 

・指定管理業務における事業収支は適正
か 
・財務指標に異常値はないか 
・対前年比で大幅な増減はないか 
 

引き続き，健全な経営状況に努められた
い。 

                                      

                                      

                                       

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

    

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ  協定書を遵守し，事業計画書及び仕様書の水準以上がなされている。 
（事業収支，経営状況に問題はない） 

 
 Ｂ  協定書を遵守し，事業計画書及び仕様書の水準どおり行われている。 

（事業収支，経営状況の今後に注意を要する） 
 
 Ｃ  協定書の遵守しているが，事業計画書及び仕様書の水準をやや満たしておらず，課題がある。 
    （事業収支，経営状況に早急な改善を要する） 
 
 Ｄ  協定書や事業計画書に不履行がある。または，業務水準を満たしていない。 
     


